
（別紙２） 

利用料金上限額表 

 

１ 新宿区立環境学習情報センター（現行の利用料金は条例上の上限金額と同額です。） 

区分 展示室の利用料金の上限 研修室の利用料金の上限額 

登録団体 5,000円 4,500円 

その他のもの 10,100円 9,000円 

 

１ 展示室の利用は、１日を単位とする。 

２ 展示室を２分割して利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額の５割に相当

する額を上限額とする。 

 

２ 新宿区立区民ギャラリー（現行の利用料金は条例上の上限金額と同額です。） 

区分 利用料金の上限額 

区民

等 

区民 21,000円 

区民団体 
登録団体 10,500円 

登録団体以外の団体 21,000円 

区民等以外のもの 31,500円 

 

 １ 展示ホールの利用は、１日を単位とする。 

 ２ 展示ホールを２分割して利用する場合の利用料金は、この表に掲げる額の５割に

相当する額を上限額とする。 


